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伊
東
忠
太
と
「
日
本
建
築
」
保
存

清

水

重

敦

一　

は
じ
め
に

　

古
社
寺
保
存
法
制
定
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
芸
術
的
観
点
か
ら

の
価
値
評
価
を
も
っ
て
建
築
の
保
存
を
訴
え
、
制
度
内
に
建
築
を
位

置
付
け
た
人
物
が
、
伊
東
忠
太
で
あ
る
。
明
治
一
〇
年
代
か
ら
の
内

務
省
に
よ
る
古
社
寺
保
存
と
、
明
治
二
〇
年
代
に
お
け
る
宮
内
省

に
よ
る
古
美
術
保
護
の
統
合
の
過
程
で
、
伊
東
は
両
者
を
繋
ぐ
活

躍
を
し
た
。『
文
化
財
保
護
の
あ
ゆ
み
』
以
来
、
繰
り
返
し
言
及
さ

れ
、
も
は
や
手
垢
に
ま
み
れ
て
い
る
感
の
あ
る
言
説
で
あ
る
（
1
（

。
だ
が
、

我
々
は
伊
東
が
お
こ
な
っ
た
建
築
保
存
へ
の
活
動
の
内
容
を
ど
れ
だ

け
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

古
社
寺
保
存
法
制
定
へ
の
各
方
面
で
の
動
き
の
中
で
、
伊
東
が
お

こ
な
っ
た
行
動
と
し
て
は
、
主
に
以
下
の
事
象
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
　

･

①
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
一
二
月
に
、「
日
本
建
築
保
存
ノ

意
見
書
」
を
し
た
た
め
る
と
と
も
に
、
内
務
省
社
寺
局
に
意
見

書
を
提
出
（
内
容
は
不
明
）。

　
　

･

②
明
治
二
六
年
一
一
月
、「
法
隆
寺
建
築
論
」
に
お
い
て
美
術

と
し
て
の
建
築
の
扱
い
を
主
張
。

　
　

･

③
明
治
二
八
年
一
月
一
六
日
に
「
国
家
は
古
建
築
物
を
保
存
す

べ
し
」
を
『
国
会
』
に
発
表
（
無
署
名
）。

　
　

･

④
明
治
二
八
年
春
に
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
総
裁
九
鬼
隆
一
に
、

日
本
美
術
論
に
建
築
を
含
め
る
よ
う
抗
議
書
簡
送
付
。

　
　

･

⑤
明
治
二
九
年
五
月
七
日
、
古
社
寺
保
存
会
委
員
就
任
。

　

こ
れ
ら
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
と
、
伊
東
は
、
先
行
し
て
進
め
ら
れ

て
い
た
美
術
保
存
の
文
脈
の
中
に
建
築
を
含
め
、
建
築
の
保
存
を
行

政
施
策
化
す
べ
く
運
動
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
実
際
に
は
、

②
、
④
で
は
建
築
の
保
存
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
言
及
は
な
く
、
伊

東
が
構
想
す
る
「
保
存
」
の
内
容
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
情

報
源
は
、
③
の
「
国
家
は
古
建
築
物
を
保
存
す
べ
し
」
に
限
ら
れ
る
。

こ
の
記
事
は
そ
も
そ
も
無
署
名
で
あ
り
、
昭
和
一
二
年
出
版
の
『
伊
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東
忠
太
建
築
文
献
』
第
一
巻
に
お
い
て
編
集
者
が
伊
東
の
著
作
目
録

に
加
え
た
こ
と
で
、
伊
東
の
手
に
な
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
伊
東
自
身
の
記
し
た
日
記
、
書
簡
、
草
稿
類

に
も
、
回
顧
記
録
に
も
、
伝
記
に
も
こ
の
記
事
は
登
場
し
な
い
（
2
（

。
伊

東
は
本
当
に
こ
の
記
事
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
れ
が
伊
東

の
手
に
な
る
も
の
で
な
い
と
す
る
と
、
こ
の
時
期
の
保
存
に
向
け
た

伊
東
の
活
動
は
、
い
く
つ
か
の
ア
ク
シ
ョ
ン
が
知
ら
れ
る
の
み
で
、

内
実
が
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
伊
東
を
建

築
の
保
存
へ
と
駆
り
立
て
た
背
景
と
は
何
か
。
伊
東
が
構
想
し
た
建

築
保
存
と
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
の
か
。
古
社

寺
保
存
法
制
定
へ
の
伊
東
の
真
の
貢
献
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。

　

伊
東
の
建
築
保
存
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
一
つ

の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
保
存
対
象
と
な
る
建
築
を
総
称
す
る
際

の
彼
独
特
の
用
語
で
あ
る
。
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
そ
れ
は
「
日

本
建
築
」
と
称
さ
れ
る
。
明
治
二
〇
年
代
に
お
け
る
社
会
情
勢
の
反

映
で
あ
る
と
同
時
に
、
建
築
学
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
模
索

へ
の
意
志
が
、
こ
の
用
語
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
。「
日
本
建
築
」

の
保
存
は
、
建
築
に
お
け
る
「
日
本
」
の
問
題
に
目
覚
め
た
世
代
の

筆
頭
で
あ
る
伊
東
の
旺
盛
な
活
動
全
体
の
中
に
、
深
く
織
り
込
ま
れ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
伊
東
自
筆
に
な
る
書
簡
、
日
記
、
記
録
、
草
稿
を
ひ

も
と
く
こ
と
に
よ
り
、
明
治
二
五
年
の
帝
国
大
学
卒
業
よ
り
、
明
治

三
〇
年
の
古
社
寺
保
存
法
制
定
に
至
る
期
間
に
お
け
る
、
伊
東
の
建

築
保
存
を
巡
る
活
動
の
内
実
に
迫
っ
て
み
た
い
。
彼
の
建
築
保
存
へ

の
取
り
組
み
の
実
態
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
で
、
建
築
に
お
け
る
「
維

新
と
伝
統
」
の
相
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

伊
東
忠
太
関
係
資
料
の
概
観

　

当
該
期
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
主
に
伊
東
が
執
筆
し
た

論
文
、
伝
記
、
回
顧
記
録
と
い
っ
た
活
字
史
料
と
、
伊
東
自
筆
史
料

で
あ
る
「
浮
世
之
旅
」（
日
本
建
築
学
会
所
蔵
伊
東
忠
太
資
料
所
収
）
と

題
さ
れ
た
明
治
二
六
年
ま
で
の
日
記
が
情
報
源
と
さ
れ
て
き
た
。
こ

れ
ら
に
加
え
、
近
年
、
ま
と
ま
っ
た
量
の
書
簡
、
草
稿
類
、
野
帳
等

の
整
理
が
進
み
、
史
料
群
の
全
貌
が
み
え
て
き
た
（
（
（

。
山
形
県
立
図
書

館
所
蔵
の
両
親
・
祖
母
宛
伊
東
忠
太
書
簡
、
日
本
建
築
学
会
所
蔵
伊

東
忠
太
資
料
、
東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
建
築
学
専
攻
所
蔵

伊
東
忠
太
関
係
史
料
の
三
群
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
元
来
、
文
京
区
西

片
に
あ
っ
た
伊
東
家
に
旧
蔵
さ
れ
て
い
た
一
括
史
料
で
あ
っ
た
。
昭

和
三
八
年
に
伊
東
家
が
西
方
の
宅
を
引
き
払
う
際
、
全
史
料
が
東
京

大
学
に
寄
託
さ
れ
た
後
、
履
歴
書
や
草
稿
類
を
東
京
大
学
に
残
し
、

調
査
野
帳
、
書
簡
、「
浮
世
之
旅
」
等
の
日
記
、
写
真
資
料
等
が
再

び
伊
東
家
に
戻
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
書
簡
が
山
形
県
立
図
書
館
県
人

文
庫
に
寄
託
さ
れ
、
残
る
史
料
群
が
平
成
一
二
年
に
日
本
建
築
学
会

に
寄
贈
さ
れ
た
。
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以
下
で
は
、
日
本
建
築
学
会
所
蔵
伊
東
忠
太
資
料
を
「
建
築
学
会

史
料
」、
山
形
県
立
図
書
館
所
蔵
両
親
・
祖
母
宛
伊
東
忠
太
書
簡
を

「
山
形
書
簡
（
4
（

」、
東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
所
蔵
伊
東
忠
太
史

料
を
「
東
大
史
料
」
と
略
記
す
る
。

　

た
だ
、
こ
れ
ら
の
史
料
中
に
も
、
伊
東
が
建
築
保
存
の
あ
り
方
に

つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
叙
述
を
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
。

断
片
的
な
史
料
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
と
と
も
に
、
書
簡
に
つ
づ
ら
れ

た
伊
東
の
思
い
を
加
味
し
な
が
ら
、
彼
の
構
想
し
た
「
建
築
保
存
」

の
内
容
を
立
体
化
し
て
い
き
た
い
。

二　

�「
国
家
は
古
建
築
物
を
保
存
す
べ
し
」
の
著
者
は
伊

東
忠
太
か

　

古
社
寺
保
存
法
成
立
過
程
に
お
け
る
伊
東
の
貢
献
と
し
て
最
も
名

高
い
の
が
、
明
治
二
八
年
一
月
一
六
日
の
新
聞
『
国
会
』
の
一
面
巻

頭
記
事
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
「
国
家
は
古
建
築
物
を
保
存
す
べ
し
」

で
あ
る
。
具
体
的
な
提
言
を
含
ん
だ
論
考
で
あ
り
、
ま
さ
に
伊
東
の

建
築
保
存
論
の
核
心
に
位
置
す
る
は
ず
の
も
の
と
い
え
る
。
ま
ず
は

そ
の
内
容
を
吟
味
し
、
伊
東
の
関
与
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

無
署
名
の
記
事
で
あ
る
た
め
、
通
常
は
『
国
会
』
新
聞
の
記
者
の

筆
と
考
え
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
伊
東
存
命
中
に
出
版
さ
れ

た
『
伊
東
忠
太
建
築
文
献
』
第
一
巻
（
竜
吟
社
、
一
九
三
七
）
の
著
作

目
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伊
東
の
著
作
と
判
断
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
伊
東
自
身
は
回
顧
談
で
こ
の
記
事
に
言
及
し
て
お

ら
ず
、
山
形
書
簡
等
の
同
時
代
史
料
に
も
言
及
が
見
ら
れ
な
い
。
こ

の
記
事
は
『
建
築
雑
誌
』
九
八
号
（
明
治
二
八
年
二
月
）
の
雑
報
欄
に

転
載
さ
れ
た
が
、
伊
東
の
著
作
目
録
で
は
『
国
会
』
で
は
な
く
『
建

築
雑
誌
』
掲
載
論
文
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

記
事
は
、
奈
良
、
京
都
の
古
社
寺
の
建
築
の
惨
状
を
、
法
隆
寺
を

例
に
詩
情
豊
か
に
語
る
。
そ
の
要
因
を
近
世
以
来
の
朱
印
地
等
の
経

済
基
盤
の
喪
失
に
見
、
保
存
策
が
と
ら
れ
て
い
な
い
現
状
を
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
い
て
古
建
築
物
が
法
律
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
状
況

を
引
き
つ
つ
次
の
よ
う
に
糾
弾
す
る
。

　
　

･「
故
に
政
府
は
法
令
を
発
し
て
社
寺
の
保
存
を
命
ず
る
に
止
め

ず
進
ん
で
議
会
に
謀
り
て
社
寺
保
存
費
を
積
み
随
て
壊
れ
ば
随

て
之
れ
に
修
補
を
加
へ
昔
日
の
荘
観
を
失
ふ
な
か
ら
し
め
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
に
未
だ
此
挙
に
出
づ
る
な
き
は
豈
に
盛
世
の
欠
点

に
あ
ら
ず
し
て
何
ぞ
や
」

　

保
存
は
、「
国
家
の
文
華
を
装
点
せ
ん
が
為
め
」
に
加
え
る
に
、

「
歴
史
を
証
徴
す
べ
き
原
料
た
ら
し
め
ん
が
為
め
」
に
お
こ
な
う
も

の
で
あ
り
、「
国
家
的
観
念
を
涵
養
す
る
の
途
を
杜
絶
せ
し
め
ざ
ら

ん
と
す
亦
以
て
国
家
の
急
務
た
る
べ
し
」
と
結
ぶ
。

　

論
題
通
り
、
国
家
が
古
建
築
物
の
保
存
を
推
進
す
る
責
務
を
負
う

べ
き
こ
と
を
訴
え
た
も
の
で
、
そ
の
行
為
が
国
家
と
そ
の
歴
史
と
結

び
つ
け
ら
れ
た
、
明
治
二
八
年
と
い
う
時
期
な
ら
で
は
の
ナ
シ
ョ
ナ
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リ
ズ
ム
の
高
揚
が
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
記
事
の
掲
載
時
、
伊
東
は
京
都
に
居
住
し
、
平
安
遷
都
千
百

年
祭
紀
念
殿
建
築
技
師
と
し
て
そ
の
設
計
監
理
に
従
事
し
て
い
た
。

忙
殺
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
そ

れ
ほ
ど
の
長
文
で
は
な
い
こ
の
記
事
を
執
筆
す
る
時
間
す
ら
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
記
事
執
筆
の
背
景
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。

　

こ
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
直
後
の
二
月
四
日
、
帝
国
議
会
衆
議
院

に
京
都
出
身
の
代
議
士
が
中
心
と
な
っ
て
「
古
社
寺
保
存
ニ
関
ス
ル

建
議
」
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
建
議
文
、
そ
し
て
提
出
者
の
一
人
で
あ

る
竹
村
藤
兵
衛
及
び
委
員
会
で
の
議
論
を
経
た
後
の
土
井
光
華
の
答

弁
の
内
容
は
、
こ
の
記
事
と
基
本
的
な
方
向
性
を
共
有
し
て
い
る
（
5
（

。

美
術
の
中
に
建
築
を
含
め
る
こ
と
、
皇
国
特
有
の
美
術
と
い
う
国
家

意
識
、
経
済
基
盤
で
あ
る
朱
印
地
の
喪
失
と
建
築
の
破
損
の
有
様
、

歴
史
の
証
徴
と
し
て
の
建
築
・
美
術
、
と
い
っ
た
主
張
、
説
明
が
織

り
込
ま
れ
て
お
り
、
美
術
保
存
を
前
面
に
出
し
た
も
の
な
が
ら
、
中

で
の
建
築
の
位
置
付
け
は
似
通
っ
て
い
る
。

　

内
容
の
近
親
性
と
タ
イ
ミ
ン
グ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
論
文
は
、

「
古
社
寺
保
存
ニ
関
ス
ル
建
議
」
提
出
の
背
景
を
な
し
た
京
都
の
古

社
寺
保
存
請
願
運
動
を
後
援
す
る
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
す
べ

き
だ
ろ
う
。
京
都
に
お
け
る
古
社
寺
保
存
運
動
は
、
同
じ
く
奈
良
に

お
い
て
少
し
ず
つ
高
ま
り
を
見
せ
て
い
た
古
社
寺
保
存
運
動
と
連
携

を
と
り
つ
つ
、
平
安
遷
都
千
百
年
祭
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
な
が
ら

進
め
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
と
な
れ
ば
、
請
願
運
動
関
係
者
か
ら
、

紀
念
殿
の
設
計
者
で
あ
る
伊
東
に
執
筆
が
依
頼
さ
れ
た
こ
と
も
考
え

ら
れ
、
い
よ
い
よ
伊
東
が
執
筆
者
で
あ
る
こ
と
に
異
論
が
な
く
な
る

よ
う
に
も
み
え
る
。

　

し
か
し
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
前
後
の
時
期
に
あ

た
る
明
治
二
七
年
一
〇
月
か
ら
二
八
年
一
月
に
か
け
て
、
紀
念
殿
の

工
事
内
容
を
巡
っ
て
伊
東
は
京
都
の
『
日
出
新
聞
』
紙
上
で
批
判
に

さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
伊
東
が
共
同
設
計
者
で
あ
る
木
子
清
敬
に
宛
て

た
書
簡
に
記
さ
れ
る
、
緑
釉
瓦
の
凍
害
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
（
（
（

。
京
都

の
協
賛
会
幹
事
会
は
、『
日
出
新
聞
』
に
情
報
を
リ
ー
ク
し
な
が
ら
、

二
〇
万
枚
の
瓦
す
べ
て
を
取
り
替
え
る
こ
と
を
決
議
す
る
な
ど
、
強

行
に
責
任
を
追
及
し
た
。
幹
事
の
一
人
で
あ
り
、
古
社
寺
保
存
誓
願

運
動
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
内
貴
甚
三
郎
は
、
特
に
伊
東
を
強
く
批

判
し
た
と
い
う
。
建
築
技
術
者
の
側
も
協
賛
会
幹
事
会
に
対
し
て
不

満
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
間
に
挟
ま
れ
た
伊
東
は
制
御
不
能
の
状
態

に
陥
っ
て
い
た
。
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
京
都
に
お
け
る
請
願
運
動

の
思
い
を
一
身
に
背
負
う
が
ご
と
き
記
事
の
執
筆
が
伊
東
に
託
さ
れ

る
こ
と
は
、
考
え
に
く
く
な
い
か
。

　

内
容
に
関
し
て
い
え
ば
、
伊
東
が
こ
の
時
代
に
集
中
的
に
発
言
し

て
い
た
、
建
築
の
美
術
た
る
所
以
を
説
く
「
美
術
建
築
論
」
の
観
点

が
最
小
限
に
留
め
ら
れ
、「
国
家
的
観
念
」
に
主
眼
を
置
い
て
建
築

保
存
が
主
張
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
般
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に
伊
東
は
建
築
界
き
っ
て
の
国
粋
主
義
者
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
が
（
（
（

、
明
治
二
〇
年
代
の
段
階
で
は
、「
日
本
」
と
い
う
語
を
連
呼

し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
「
国
家
」
概
念
は
ほ
と
ん
ど
介
在

し
て
い
な
い
。
例
え
ば
こ
の
記
事
の
後
、
明
治
二
八
年
一
二
月
に
伊

東
は
「
国
家
と
建
築
術
と
の
関
係
を
論
ず
（
（
（

」
と
い
う
論
文
を
執
筆

し
、
国
家
観
を
開
示
し
て
い
る
が
、
建
築
の
法
整
備
上
、
国
家
も
責

務
を
負
う
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
程
度
で
、
先
の
論
文
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
あ
か
ら
さ
ま
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
み
ら
れ
な
い
。
伊
東
が
い

う
「
日
本
」
は
、
い
わ
ば
地
理
的
概
念
で
あ
っ
て
、
国
家
の
問
題
と

は
結
び
つ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

保
存
の
方
法
に
つ
い
て
も
、
建
築
の
修
理
へ
の
国
庫
補
助
を
主
張

し
て
い
る
と
は
い
え
、
破
損
し
た
ら
補
修
す
る
、
と
い
う
対
症
療
法

的
な
言
及
に
限
ら
れ
、
修
理
の
機
会
を
得
た
当
初
復
原
の
推
奨
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
、
修
理
を
意
識
的
な
建
築
行
為
と
み
な
す
建
築
家

的
な
視
点
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
建
築
保
存
の
方
法
と
い
う
よ
り
も
、

古
建
築
を
修
理
す
る
と
い
う
姿
勢
を
国
家
が
見
せ
る
こ
と
で
、
対
外

的
に
旧
国
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、

建
築
保
存
の
効
果
の
み
を
語
っ
て
い
る
。
か
な
ら
ず
し
も
建
築
の
専

門
家
の
手
に
な
ら
ず
と
も
語
り
う
る
内
容
だ
ろ
う
。

　

用
語
に
関
し
て
も
疑
問
が
あ
る
。
論
題
、
本
文
と
も
に
「
建
築

物
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
、
伊
東
は
「
建
築
」
の
語
に
も
の

と
し
て
の
建
築
物
の
意
味
を
込
め
て
使
う
こ
と
が
多
く
、「
建
築
物
」

の
語
を
用
い
る
ケ
ー
ス
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
（
（
（

。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
記
事
は
伊
東
の
手
に
な
る
も
の
と
い

う
よ
り
は
、『
国
会
』
新
聞
の
記
者
が
京
都
に
お
け
る
古
社
寺
保
存

請
願
運
動
の
状
況
を
踏
ま
え
て
執
筆
し
た
も
の
と
考
え
る
方
が
自
然

に
思
わ
れ
る
。『
国
会
』
は
明
治
二
三
年
に
村
山
竜
平
が
東
京
で
発

刊
し
た
中
立
新
聞
紙
で
、
主
筆
末
広
重
恭
の
下
、
社
説
は
坂
崎
斌
、

三
宅
雪
嶺
、
志
賀
重
昻
、
滝
本
誠
一
、
大
橋
素
六
郎
ら
が
担
当
し
た
（
（（
（

。

国
粋
保
存
主
義
で
知
ら
れ
た
三
宅
、
志
賀
ら
は
明
治
二
六
年
六
月
に

連
袂
退
社
し
た
が
、
彼
ら
が
在
籍
し
た
空
気
を
受
け
継
い
だ
記
者
に

よ
る
執
筆
、
と
し
た
方
が
理
解
し
や
す
い
。
当
時
の
『
建
築
雑
誌
』

に
は
『
国
会
』
の
記
事
が
複
数
転
載
さ
れ
て
お
り
、「
国
家
は
古
建

築
物
を
保
存
す
べ
し
」
の
み
が
選
択
的
に
転
載
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
記
事
よ
り
先
に
、
同
様
の
保
存
の
枠
組
み
を
提

示
す
る
記
事
が
出
さ
れ
て
い
た
。
明
治
二
五
年
九
月
一
四
日
に
『
時

事
新
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
神
社
仏
閣
の
維
持
保
存
」
で
あ
る
。
福

澤
諭
吉
な
い
し
そ
の
指
導
下
に
書
か
れ
た
記
事
で
あ
り
、
言
論
界
で

は
注
目
さ
れ
た
発
言
だ
っ
た
だ
ろ
う
。『
国
会
』
記
者
が
「
国
家
は

古
建
築
物
を
保
存
す
べ
し
」
を
書
く
動
機
が
他
に
あ
る
と
す
れ
ば
、

福
澤
の
意
見
へ
の
応
答
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
記
事
が
伊
東
の
著
作
目
録
に
加
え
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
が

『
建
築
雑
誌
』
に
転
載
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
り
、『
伊
東
忠
太
建
築
文
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献
』
の
著
作
目
録
編
者
が
、
明
治
二
八
年
前
後
の
造
家
学
会
に
お
い

て
日
本
建
築
の
保
存
に
つ
い
て
発
言
し
う
る
可
能
性
を
持
つ
人
物
が

伊
東
し
か
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
時
期
の
伊
東
の
い
く
つ
か
の

ア
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
曖
昧
な
記
憶
と
結
び
つ
け
、
伊
東
の
著
作

と
解
釈
す
る
に
至
っ
た
結
果
と
推
察
す
る
。

　

こ
の
記
事
が
伊
東
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
と
、
古
社

寺
保
存
に
お
け
る
伊
東
の
貢
献
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
次
に
、
伊
東

の
建
築
保
存
へ
の
活
動
を
、
伊
東
の
史
料
群
の
示
唆
す
る
事
項
を
つ

な
ぎ
合
わ
せ
つ
つ
、
検
証
し
て
い
き
た
い
。

三　

建
築
保
存
の
構
想

「
日
本
建
築
保
存
ノ
意
見
書
」

　

伊
東
忠
太
の
建
築
保
存
に
関
す
る
活
動
は
、
明
治
二
五
年
七
月
の

大
学
卒
業
及
び
大
学
院
進
学
直
後
に
開
始
さ
れ
た
。
大
学
院
に
お
け

る
専
攻
を
「
日
本
建
築
術
」
と
設
定
し
た
伊
東
は
、
同
年
末
よ
り
早

く
も
建
築
保
存
を
標
榜
し
て
い
る
。
日
記
「
浮
世
の
旅
」
明
治
二
五

年
末
の
記
事
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
（
（（
（

。

　
　

･　
「
一
篇
ノ
意
見
書
ヲ
社
寺
局
ニ
、
一
篇
ノ
意
見
書
ヲ
岡
倉
覚

三
氏
ニ
、
而
シ
テ
又
一
篇
ノ
報
告
書
ヲ
作
リ
テ
辰
野
ニ
呈
シ
、

兼
テ
日
本
建
築
研
究
ノ
結
果
ヲ
報
セ
ン
ト
ス
。」（
句
読
点
は
引

用
者
。
以
下
同
様
。）

　

日
記
か
ら
は
各
意
見
書
、
報
告
書
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
な

い
が
、
明
治
二
五
年
一
二
月
一
六
日
付
け
山
形
書
簡
と
併
せ
て
み
る

こ
と
で
、
そ
の
内
容
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
二
者
の
報
告

書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
濃
尾
地
震
に
際
し
て
の
名
古
屋
城
被
災
状
況
の
調

査
報
告
と
、
東
大
史
料
中
に
残
さ
れ
る
未
定
稿
「
日
本
建
築
構
造

論
」
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
建
築
保
存
と
関
連
が
あ
る
前
二
者
に
つ
い

て
は
、
稲
葉
信
子
が
「
浮
世
之
旅
」
に
お
け
る
同
年
一
二
月
二
五
日

条
の
「
日
本
建
築
保
存
ノ
意
見
書
ヲ
草
ス
」
と
い
う
記
事
を
引
き
、

保
存
に
関
す
る
意
見
書
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
（
（（
（

。
そ
の

翌
日
の
日
付
を
持
つ
山
形
書
簡
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

･　
「（
前
略
）　

宝
物
取
調
局
の
方
は
暫
時
待
ち
呉
れ
よ
と
の
事

に
御
座
候
。
そ
の
代
り
始
よ
り
都
合
よ
き
事
に
相
成
べ
し
と
岡

倉
か
申
候
。
之
れ
も
明
年
の
沙
汰
に
候
か
と
思
ハ
れ
候
。
社
寺

局
の
方
は
そ
の
後
催
促
も
不
致
置
候
が
、
明
日
に
も
又
々
催
促

に
出
か
け
可
申
と
考
居
候
。
何
に
致
し
候
て
も
必
す
纏
り
候
に

は
相
違
有
之
間
敷
存
申
候
。（
後
略
）」

　
「
意
見
書
」
と
い
う
語
か
ら
は
、
政
策
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
意

見
陳
述
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
本
書
簡
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

か
ら
は
、
伊
東
が
社
寺
局
等
の
業
務
に
関
与
す
る
こ
と
を
求
め
た
陳

情
書
の
ご
と
き
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
浮
世
之
旅
」
記
事
中
の
意
見
書
の
内
、
社
寺
局
に
提
示
し
た
意

見
書
は
、
書
簡
後
半
の
記
述
と
関
連
す
る
も
の
だ
ろ
う
。「
浮
世
之
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旅
」
に
は
一
二
月
一
八
日
か
ら
三
度
、
社
寺
局
長
国
重
正
文
を
訪
問

し
、
う
ち
二
度
は
面
会
を
果
た
し
議
論
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
（
（（
（

、

実
際
に
社
寺
局
に
「
催
促
」
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
先
に
引
い

た
「
日
本
建
築
保
存
ノ
意
見
書
」
を
草
し
た
の
が
こ
の
書
簡
の
前
日

に
当
た
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
社
寺
局
長
を
訪
問
し
た
も
の
と

想
像
さ
れ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
内
務
省
社
寺
局
は
、
明
治
一
三
年

よ
り
内
務
省
予
算
中
に
計
上
さ
れ
た
古
社
寺
保
存
費
に
よ
る
古
社
寺

保
存
の
主
管
部
局
で
あ
っ
た
。「
催
促
」
と
い
う
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

か
ら
想
像
す
る
に
、
伊
東
が
こ
の
内
務
省
社
寺
局
に
よ
る
古
社
寺
保

存
に
関
与
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
「
日
本
建
築
」
と
い
う
建
築
の
括
り
方
は
当
時
に
お
い

て
一
般
的
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
伊
東
は
そ
の
領
域
開
拓
を
目
指

し
て
、
自
ら
の
大
学
院
専
攻
を
「
日
本
建
築
術
」
と
し
た
く
ら
い
な

の
で
、
内
務
省
に
そ
の
専
門
家
が
い
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
い
わ

ば
、
伊
東
は
「
日
本
建
築
術
」
と
い
う
方
法
を
武
器
に
、
内
務
省
に

自
ら
を
売
り
込
ん
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
社
寺
局
の
古
社
寺

保
存
に
は
、
そ
の
後
、
明
治
二
九
年
の
古
社
寺
保
存
会
設
立
に
至
る

ま
で
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
伊
東
が
建
築
保
存
を
研

究
開
始
当
初
よ
り
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
「
浮
世
之
旅
」
記
事
中
の
も
う
一
つ
の
意
見
書
で
あ
る
岡
倉
覚
三

へ
の
そ
れ
は
、
山
形
書
簡
よ
り
、
宮
内
省
の
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局

と
関
係
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
浮
世
之
旅
」
の
同
年

一
二
月
の
ま
と
め
書
き
部
分
に
、
岡
倉
よ
り
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局

へ
の
参
加
を
要
請
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
（
（（
（

、
ま
ず
岡
倉
か
ら

の
参
加
依
頼
が
あ
り
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
伊
東
が
「
意
見
書
」
を
作

成
し
、
提
示
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
意
見
書
の
内
容
は
不

明
だ
が
、
素
直
に
考
え
る
な
ら
、
宝
物
取
調
局
が
実
施
し
て
い
た
全

国
の
宝
物
調
査
の
対
象
に
建
築
を
含
め
る
こ
と
を
岡
倉
に
進
言
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
全
国
調
査
に
よ
る
現
存
建
築
物
の
リ

ス
ト
化
を
目
指
し
た
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
宝
物
と
建
築

に
同
じ
方
法
を
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
建
物
の
リ
ス
ト
化
に
加

え
、
そ
れ
ら
に
鑑
定
書
を
出
す
こ
と
も
想
定
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
は
今
日
の
制
度
で
い
え
ば
、
文
化
財
登
録
制
度
に
近
い
あ
り
方

で
あ
る
。

　

同
局
へ
の
参
加
は
す
ぐ
に
は
実
現
さ
れ
ず
、
後
述
の
よ
う
に
明
治

二
九
年
ま
で
先
送
り
に
さ
れ
た
。
そ
の
代
替
で
あ
ろ
う
か
、
明
治
二

六
年
二
月
九
日
に
帝
国
博
物
館
に
お
け
る
「
建
築
ニ
関
ス
ル
物
品
調

査
ノ
事
」
を
嘱
託
さ
れ
た
（
（（
（

。
帝
国
博
物
館
に
は
模
型
や
絵
図
な
ど
、

建
築
に
関
連
す
る
物
品
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
（
（（
（

、
そ
の
調
査
を
名
目
と

す
る
嘱
託
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
実
際
に
は
、
文
献
、
記
録
類
か
ら
建

築
史
関
連
の
事
項
を
拾
い
上
げ
る
調
査
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
（
（（
（

。
そ
の
際
、
職
員
で
あ
っ
た
小
杉
榲
邨
、
今
泉
雄
作
等
に

よ
っ
て
文
献
調
査
・
読
解
の
薫
陶
を
受
け
て
い
る
。
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「
建
築
保
存
」
構
想
の
背
景

　

伊
東
の
活
動
の
冒
頭
に
位
置
す
る
意
見
書
提
出
が
建
築
の
保
存
を

強
く
意
識
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
に
確
認
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、

そ
れ
は
同
時
に
既
実
施
の
保
存
行
政
で
あ
る
内
務
省
に
よ
る
古
社
寺

保
存
、
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
に
よ
る
美
術
保
存
の
い
ず
れ
に
対
し

て
も
満
足
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
こ
の
理
由

は
、
伊
東
が
建
築
の
保
存
に
つ
い
て
「
古
社
寺
保
存
」
で
も
「
美
術

保
存
」
で
も
な
く
、「
日
本
建
築
保
存
」
と
、
独
得
の
語
で
語
っ
て

い
る
こ
と
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
こ
の
用
語
は
、
既
往
の
保
存
行

政
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
専
攻
を
「
日
本
建
築

術
」
と
設
定
し
た
伊
東
の
建
築
学
上
の
問
題
意
識
に
端
を
発
し
て
い

た
。

　
「
日
本
建
築
術
」
と
い
う
研
究
領
域
は
、
一
見
自
明
な
も
の
に
映

る
が
、
実
は
明
治
二
〇
年
代
以
降
に
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
新
た
な
問
題
設
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
日
本
美
術
、
国
史
学

な
ど
、
各
領
域
に
お
い
て
「
日
本
」
を
意
識
し
た
学
問
領
域
が
興
隆

し
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
、
明
治
二
二
年
の
大
日
本
帝
国
憲
法
の
発

布
を
核
と
す
る
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
立
へ
の
政
治
的
な

動
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
工
学
系
領
域
で
唯
一
、

「
日
本
」
を
意
識
し
た
研
究
領
域
が
設
定
さ
れ
た
の
が
、
建
築
学
（
当

時
は
「
造
家
学
」）
で
あ
っ
た
。

　

明
治
二
二
年
、
帝
国
大
学
工
科
大
学
造
家
学
科
に
お
い
て
、「
日

本
建
築
学
」
の
講
座
が
設
け
ら
れ
た
。
講
師
は
京
都
に
お
い
て
御
所

の
造
営
に
代
々
従
事
し
た
大
工
家
の
総
領
木
子
清
敬
で
あ
る
。
木
子

の
用
意
し
た
「
日
本
建
築
学
」
は
、
近
世
ま
で
に
培
わ
れ
て
き
た
建

築
技
術
の
体
系
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
内
実
と
し
て
は
「
在
来
建
築

学
」
と
呼
び
換
え
た
方
が
し
っ
く
り
く
る
。
け
れ
ど
も
「
建
築
」
と

い
う
概
念
自
体
、
西
洋
由
来
の
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
日
本
の
在

来
建
築
技
術
が
「
建
築
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
括
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
か
ど
う
か
も
自
明
で
は
な
い
。「
日
本
建
築
」
と
い
う
概
念

と
そ
の
中
身
と
の
間
の
齟
齬
に
気
付
か
な
い
か
、
意
図
的
に
無
視
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
木
子
の
「
日
本
建
築
学
」
は
成
立
し
え
な

い
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
強
い
不
満
を
感
じ
、
新
た
な
問
題
の
生
成

を
感
じ
取
っ
た
の
が
、
伊
東
だ
っ
た
。

　

伊
東
の
著
述
活
動
は
、
明
治
二
五
年
の
卒
業
論
文
「
建
築
哲
学
」

に
開
始
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
建
築
の
美
術
た
る
所
以
を
説
く
「
美
術

建
築
論
」
を
述
べ
た
上
、
日
本
の
建
築
の
将
来
を
見
通
す
た
め
の

「
派
流
原
論
」
を
論
じ
て
い
る
。
建
築
の
本
質
と
し
て
、「
美
術
的
嗜

好
」
と
「
国
民
嗜
好
」
を
対
置
さ
せ
て
論
じ
た
伊
東
は
、
こ
の
考
察

を
経
て
、
日
本
に
お
け
る
「
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ュ
ー
ル
」
の
学
術
構
築
、

す
な
わ
ち
「
日
本
建
築
術
」
研
究
の
道
を
、
日
本
の
建
築
の
将
来
へ

の
道
と
み
な
し
、
大
学
院
に
お
け
る
研
究
課
題
と
し
て
選
択
し
た
の

だ
っ
た
。
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「
日
本
建
築
術
」
研
究
の
劈
頭
か
ら
建
築
の
「
保
存
」
が
求
め
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、「
保
存
」
が
先
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
研
究

上
の
必
要
か
ら
そ
れ
が
意
識
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
伊
東
に

と
っ
て
「
保
存
」
と
は
ま
ず
、
研
究
遂
行
の
た
め
の
一
つ
の
方
法
で

あ
っ
た
。

　

伊
東
は
、「
日
本
建
築
術
」
の
構
想
を
明
治
二
七
年
の
「
日
本
建

築
術
研
究
の
必
要
及
ひ
其
研
究
の
方
針
に
就
て
」
に
お
い
て
詳
細
に

論
じ
て
い
る
。
そ
の
意
図
は
一
見
わ
か
り
に
く
い
が
、
西
洋
建
築
学

に
対
し
て
日
本
建
築
学
を
併
置
さ
せ
、
研
究
対
象
を
広
げ
る
、
と
い

う
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
造
家
学
」
自
体
を
「
日
本

建
築
術
」
と
い
う
学
問
領
域
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
、
現
代
建
築
学
と
し
て
の
「
日
本
建
築

術
」
で
あ
る
。
そ
の
一
方
法
と
し
て
の
「
保
存
」
は
、
現
代
と
強
い

関
係
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

四　

建
築
保
存
の
方
法
論

　

伊
東
に
と
っ
て
建
築
の
保
存
は
、
研
究
の
た
め
の
方
法
で
あ
る
と

こ
ろ
に
独
自
性
が
み
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
同
時
に
保
存
の
方
法
自
体

も
伊
東
自
身
が
新
た
に
開
拓
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
次
に
、
伊
東
の

構
想
す
る
建
築
保
存
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

「
法
隆
寺
建
築
論
」
と
建
築
保
存

　

明
治
二
五
年
末
の
意
見
書
提
出
以
後
の
伊
東
の
建
築
保
存
に
関
す

る
活
動
は
、
建
築
物
の
個
別
調
査
、
全
国
の
建
築
調
査
の
二
つ
の
方

向
に
お
い
て
企
画
さ
れ
、
実
施
に
移
さ
れ
て
い
っ
た
。
個
別
の
建
築

調
査
と
し
て
、
最
初
で
か
つ
最
大
の
業
績
と
な
っ
た
の
が
、
法
隆
寺

西
院
伽
藍
の
実
測
調
査
で
あ
っ
た
。
明
治
二
六
年
四
月
か
ら
現
地
で

実
測
を
し
、
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
て
一
〇
月
一
一
日
に
造
家
学
会
で

「
法
隆
寺
建
築
論
」
の
講
演
を
お
こ
な
い
、
翌
月
の
『
建
築
雑
誌
』

八
三
号
に
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
論
文
で
は
、「（
世
人

は
）
法
隆
寺
の
建
築
を
以
て
単
に
斯
の
美
術
を
蓄
蔵
す
る
一
箇
の
器

械
と
認
定
せ
り
。」
と
い
う
刺
激
的
な
言
辞
を
用
い
て
美
術
建
築
論

を
具
体
的
に
展
開
し
て
お
り
、
卒
論
以
来
の
順
調
な
論
理
展
開
が
見

ら
れ
る
も
の
の
、
建
築
の
保
存
に
つ
い
て
は
直
接
的
に
は
言
及
し
て

い
な
い
。
し
か
し
、
調
査
の
動
機
に
は
、
建
築
保
存
と
い
う
観
点
が

少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
二
六
年
四
月
二
六

日
の
山
形
書
簡
か
ら
そ
の
内
容
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

･　
「
本
日
当
地
へ
到
着
仕
候
。
明
日
よ
り
法
隆
寺
金
堂
の
実
測

に
着
手
仕
候
。
当
地
は
緯
度
余
程
南
に
当
り
候
得
共
、
地
理
の

関
係
に
も
候
や
気
候
は
東
京
な
と
よ
り
遙
か
に
冷
敷
、
既
に
昨

日
は
奈
良
に
て
夜
半
よ
り
大
雷
雨
に
逢
ひ
、
朝
に
及
ひ
候
て
は

寒
気
肌
を
刺
す
ご
と
く
霰
を
降
ら
し
申
候
、
併
し
神
身
共
に
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益
々
壮
健
に
罷
在
候
間
、
御
安
神
被
成
下
度
奉
希
候
。
当
地
に

は
凡
そ
二
十
日
も
滞
在
致
し
、
金
堂
に
足
代
を
か
け
、
一
々
自

分
に
て
寸
法
を
取
り
、
図
面
を
造
り
上
け
、
た
と
ひ
金
堂
か
焼

失
等
の
災
あ
る
と
も
そ
の
形
丈
け
は
永
遠
に
残
り
候
様
致
し
候

事
に
て
、
こ
れ
は
大
学
の
素
志
に
も
あ
り
、
且
つ
博
物
館
始
め

心
あ
る
人
か
常
に
心
排
致
し
居
候
事
に
御
座
候
。
御
承
知
の
如

く
法
隆
寺
は
日
本
随
一
の
古
寺
に
て
、
そ
の
形
式
尤
も
珍
し
く

且
つ
美
し
き
も
の
に
候
所
、
今
日
ま
て
完
全
な
る
図
面
無
之
、

建
築
社
会
の
一
大
欠
点
に
有
之
候
所
、
私
今
度
図
面
調
製
の
役

目
に
当
て
ら
れ
、
甚
た
満
足
に
心
得
居
申
候
。
辰
野
氏
（
博
士
）

も
今
度
は
古
代
建
築
実
測
の
手
始
め
な
れ
は
後
例
と
も
な
る
こ

と
な
り
、
何
卒
充
分
な
る
結
果
を
挙
け
呉
れ
よ
と
懇
に
奨
励
せ

ら
れ
候
、
又
一
方
よ
り
は
岡
倉
氏
よ
り
、
古
代
建
築
の
保
存
法

及
そ
の
費
用
等
に
就
て
実
地
探
求
方
依
頼
せ
ら
れ
、
諸
方
の
望

を
引
け
（
マ
マ
（受
け
候
私
の
責
任
は
中
々
容
易
に
無
之
候
。（
後
略
）」

（
下
線
は
引
用
者
。
以
下
同
）

　

ま
ず
法
隆
寺
実
測
調
査
が
、
そ
の
記
録
保
存
の
た
め
に
大
学
側
か

ら
依
頼
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
建
築
が
焼
失

し
て
も
図
面
が
あ
れ
ば
そ
の
形
だ
け
は
残
る
、
と
す
る
意
見
は
、
ま

る
で
図
面
が
建
物
自
体
に
代
替
し
う
る
と
み
な
し
て
い
る
か
の
よ
う

な
認
識
に
見
え
、
い
さ
さ
か
乱
暴
に
思
え
る
。
し
か
し
、
明
治
二
二

年
三
月
に
今
村
吉
之
助
が
発
表
し
た
「
日
本
建
築
製
図
保
存
（
（（
（

」
に
お

い
て
も
同
一
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
建
築
界
に
お
け

る
共
通
認
識
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

も
う
一
点
と
し
て
、
岡
倉
覚
三
か
ら
「
古
代
建
築
」
の
保
存
手
法

開
発
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
も
判
明
す
る
。
岡
倉
と
伊
東
と
は
、
美
術

と
建
築
の
間
に
線
引
き
を
し
た
上
で
相
互
補
完
し
て
い
た
関
係
の
よ

う
に
見
ら
れ
て
い
る
が
、
岡
倉
は
明
治
一
九
年
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
等
と

お
こ
な
っ
た
関
西
宝
物
調
査
に
お
い
て
、
す
で
に
建
築
に
つ
い
て
も

視
線
を
向
け
て
お
り
（
（（
（

、
伊
東
と
出
会
う
前
よ
り
建
築
の
価
値
に
つ
い

て
一
定
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
岡
倉
か
ら
建
築
保
存
の
方
法

探
求
が
依
頼
さ
れ
た
こ
と
に
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
。
少
し
掘

り
下
げ
て
み
よ
う
。

帝
国
博
物
館
と
古
代
建
築
保
存

　

岡
倉
と
の
関
係
は
、
明
治
二
五
年
末
の
意
見
書
に
つ
い
て
は
臨
時

全
国
宝
物
取
調
局
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
法
隆
寺
調
査
に
お

い
て
は
、
書
簡
よ
り
、
博
物
館
に
関
連
し
て
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
が

読
み
取
れ
る
。
当
時
岡
倉
が
兼
任
し
て
い
た
帝
国
博
物
館
美
術
部
長

と
し
て
の
立
場
か
ら
、
博
物
館
の
嘱
託
で
あ
っ
た
伊
東
に
指
示
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
帝
国
博
物
館
に
お
い
て
「
古
代
建
築
」
の
保

存
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
古
社
寺
保
存
自
体
は
す

で
に
内
務
省
社
寺
局
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
帝
国
博
物

館
が
目
指
そ
う
と
し
た
古
代
建
築
の
保
存
は
、
社
寺
局
の
古
社
寺
保
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存
と
は
別
種
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
社
寺
局
に
よ
る
古

社
寺
保
存
は
、
宗
教
行
政
の
一
環
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
く
、
建

造
物
自
体
に
つ
い
て
は
二
次
的
な
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
た
。
対
し
て

帝
国
博
物
館
で
は
、
建
築
そ
の
も
の
の
価
値
を
評
価
し
、
保
存
す
る

志
向
を
持
っ
た
よ
う
に
、
書
簡
か
ら
は
読
み
取
れ
る
。

　

こ
う
し
た
博
物
館
に
お
け
る
建
築
評
価
の
姿
勢
は
、
岡
倉
に
始
ま

る
も
の
で
は
な
く
、
博
物
館
の
前
身
で
あ
る
内
務
省
博
物
局
時
代
に

遡
る
。
博
物
局
は
明
治
一
三
年
の
古
社
寺
保
存
費
計
上
当
初
よ
り
、

こ
の
予
算
に
よ
る
古
建
築
修
理
内
容
を
監
視
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い

た
。
明
治
一
三
年
の
般
若
寺
楼
門
修
理
、
明
治
一
四
年
の
足
利
学
校

修
理
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
堺
県
令
、
内
務
省
社
寺
局
長
に
対
し
て
、

修
理
に
よ
っ
て
建
造
物
と
し
て
の
価
値
を
失
わ
な
い
よ
う
博
物
局
長

名
で
注
意
を
う
な
が
し
て
い
る
（
（（
（

。

　

博
物
局
が
古
社
寺
保
存
費
に
よ
る
建
造
物
修
理
に
干
渉
し
た
の
は
、

博
物
局
の
所
管
業
務
内
容
に
建
築
に
関
す
る
項
目
が
含
ま
れ
て
い
た

た
め
で
あ
ろ
う
。
明
治
一
四
年
初
頭
の
「
博
物
局
処
務
規
定
案
」
に

は
、「
古
代
建
築
并
ニ
社
寺
ノ
什
物
関
与
ノ
事
（
（（
（

」
と
あ
り
、
ま
た
明

治
一
八
年
四
月
の
農
商
務
省
博
物
局
「
博
物
局
興
業
意
見
（
（（
（

」
中
に
は
、

「
一
美
術
ノ
亀
鑑
史
伝
ノ
徴
証
ト
ナ
ル
ヘ
キ
社
寺
ノ
古
建
築
及
ヒ
其

所
蔵
ノ
古
器
図
書
保
存
ノ
道
ヲ
立
ツ
ル
事
」
と
い
う
項
目
が
含
ま
れ

て
い
た
。
具
体
的
な
関
与
の
様
相
に
つ
い
て
は
不
明
な
が
ら
、
上
記

の
修
理
へ
の
監
視
の
事
実
か
ら
、
建
築
保
存
に
意
識
的
で
あ
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
関
心
が
、
博
物
局
が
宮
内
省
に
移
管
さ

れ
た
後
の
帝
国
博
物
館
に
受
け
継
が
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
岡
倉
か
ら
伊
東
へ
の
保
存
手
法
開
発
依
頼
に
よ
っ
て
、
明
治

前
期
の
段
階
で
、
建
築
保
存
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
、
社
寺
局
に
よ
る

古
社
寺
保
存
に
加
え
、
博
物
局
に
よ
る
「
古
代
建
築
」
保
存
へ
の
関

心
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
博
物
局-

帝
国
博
物

館
に
は
保
存
の
た
め
の
予
算
が
組
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
建
造

物
保
存
へ
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と
は
従
来
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
が
、
社
寺
局
を
主
管
局
と
す
る
古
社
寺
保
存
費
に
よ

る
古
社
寺
保
存
事
業
に
対
し
て
、「
古
代
建
築
」
と
対
象
を
定
め
た

上
で
そ
の
価
値
の
担
保
と
い
う
観
点
か
ら
修
理
を
指
導
す
る
こ
と
を

そ
の
業
務
の
一
つ
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
伊
東
が
法
隆
寺
の
古

代
建
築
の
保
存
方
法
と
そ
の
費
用
に
つ
い
て
の
調
査
を
帝
国
博
物
館

よ
り
依
頼
さ
れ
た
の
は
、
い
よ
い
よ
帝
国
博
物
館
が
建
築
保
存
に
本

腰
を
入
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
の
表
れ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

建
築
保
存
を
め
ぐ
る
動
き
に
、
社
寺
局
、
帝
国
博
物
館
、
伊
東
忠

太
と
い
う
三
つ
の
主
体
が
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
に
示
さ
れ
た
わ
け
だ

が
、
こ
れ
ら
三
者
間
で
も
ま
た
保
存
対
象
の
呼
び
名
が
異
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
ぞ
れ
「
古
社
寺
建
造
物
」、「
古
代
建
築
」、「
日
本
建
築
」

と
呼
ん
で
お
り
、
各
々
の
語
を
混
用
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。

こ
れ
は
「
古
社
寺
建
造
物
」
が
宗
教
行
政
の
文
脈
を
、「
古
代
建
築
」

が
美
術
保
存
の
文
脈
を
、「
日
本
建
築
」
が
建
築
学
的
文
脈
を
、
そ
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れ
ぞ
れ
明
確
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

日
本
建
築
全
国
調
査

　

伊
東
が
構
想
し
た
も
う
一
つ
の
建
築
保
存
の
方
法
が
、
日
本
建
築

の
全
国
調
査
で
あ
る
。
明
治
二
七
年
秋
の
山
形
書
簡
に
は
、
次
の
よ

う
に
全
国
調
査
の
計
画
が
記
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

。

　
　

･　
「（
前
略
）
実
は
当
分
秘
し
置
き
候
積
に
有
之
候
ひ
し
か
、
よ

き
序
ゆ
へ
打
ち
明
け
て
御
聞
に
入
れ
申
候
、
そ
の
次
第
と
申
候

は
来
る
廿
八
年
三
月
に
は
工
事
落
成
、
そ
の
後
紀
念
祭
挙
行
博

覧
会
開
場
等
の
騒
き
も
有
之
、
同
年
七
月
頃
ま
で
は
当
地
に
住

居
、
夫
れ
よ
り
日
本
建
築
研
究
の
為
め
南
は
琉
球
よ
り
北
は
北

海
道
ま
て
日
本
全
国
を
踵
渉
致
し
古
今
の
建
物
を
精
細
に
取
調

へ
、
若
し
運
よ
く
は
朝
鮮
支
那
ま
で
も
参
り
、
日
本
建
築
の
起

源
等
取
り
調
へ
候
上
、
一
部
之
大
論
文
を
草
し
候
て
大
学
院
へ

提
出
致
し
候
心
算
に
有
之
、
こ
の
歴
遊
は
少
く
も
二
年
間
を
費

し
候
得
は
、
明
治
三
十
年
の
末
に
至
て
始
め
て
こ
の
目
的
を
達

し
候
事
に
相
成
候
べ
し
、
即
は
ち
大
学
院
五
年
間
之
星
霜
も
こ

れ
に
て
終
り
候
順
序
に
相
成
申
候
。
扨
て
こ
の
研
究
に
要
す
る

費
用
は
、
一
部
は
帝
国
博
物
館
よ
り
請
求
し
一
部
は
帝
国
大
学

よ
り
請
求
し
、
一
部
は
自
費
を
以
て
之
に
充
て
候
所
存
に
居
在

候
、
因
て
今
日
よ
り
追
々
研
究
費
蓄
積
に
志
し
候
次
第
に
御
座

候
（
後
略
）」

　

現
存
す
る
全
国
の
日
本
建
築
を
二
年
間
に
渡
っ
て
現
地
調
査
し
、

さ
ら
に
は
朝
鮮
半
島
、
中
国
へ
も
訪
れ
て
日
本
建
築
の
起
源
を
調
査

し
た
上
、
博
士
学
位
論
文
を
執
筆
す
る
と
い
う
壮
大
な
計
画
で
あ
る
。

「
日
本
建
築
術
」
研
究
へ
の
燃
え
る
よ
う
な
情
熱
が
漲
っ
た
内
容
だ

が
、「
保
存
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
ま
た
異
な
る
問
題
を
孕

ん
で
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
れ
は
、
全
国
調
査
を
伊
東
が
単
独
で

成
し
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
調
査
に
は
膨
大
な
時
間

と
費
用
を
要
す
る
は
ず
だ
が
、
帝
国
博
物
館
及
び
帝
国
大
学
よ
り
支

弁
し
て
も
ら
う
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
み
で
、
調
査
を
組
織
化
す
る
、

あ
る
い
は
分
担
し
て
実
施
す
る
、
と
い
う
意
志
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

　

明
治
二
五
年
以
来
伊
東
が
と
っ
て
き
た
建
築
保
存
へ
の
活
動
の
位

置
が
、
こ
こ
に
露
わ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
保
存
を
行
政
施
策

化
す
る
と
い
う
意
識
と
は
縁
の
な
い
も
の
で
、
自
ら
の
問
題
意
識
で

あ
る
「
日
本
建
築
術
」
研
究
を
推
進
す
る
た
め
の
方
法
と
の
み
、
み

な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
国
家
は
古
建
築
物
を
保
存
す

べ
し
」
は
こ
の
直
後
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
主
張

さ
れ
て
い
た
保
存
の
方
法
が
、
伊
東
の
意
図
す
る
保
存
の
方
向
性
と

か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

九
鬼
隆
一
と
伊
東

　

明
治
二
八
年
の
春
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
臨
時
全
国
宝
物

取
調
局
総
裁
の
九
鬼
隆
一
が
京
都
で
実
施
し
た
日
本
美
術
に
関
す
る
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講
演
に
対
し
、
建
築
が
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
抗
議

す
る
書
簡
を
送
付
し
た
（
（（
（

。
同
年
一
〇
月
一
三
日
付
け
の
九
鬼
か
ら
の

返
信
が
山
形
書
簡
中
に
現
存
し
て
お
り
、
こ
の
返
信
か
ら
伊
東
の
書

簡
の
内
容
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
（（
（

。
伊
東
は
、
建
築
へ
の
言
及

が
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
批
判
と
、
法
隆
寺
再
建
非
再
建
問
題
に
絡
み
、

九
鬼
が
金
堂
壁
画
を
天
智
式
と
み
た
こ
と
へ
の
反
論
の
二
点
を
述
べ

た
よ
う
で
あ
る
。
卒
業
論
文
「
建
築
哲
学
」
以
来
の
美
術
建
築
論
と
、

「
法
隆
寺
建
築
論
」
で
金
堂
を
推
古
式
と
し
た
主
張
を
念
押
し
し
た

も
の
と
い
え
る
。
九
鬼
の
返
答
に
は
、
保
存
に
か
ん
す
る
事
項
が
語

ら
れ
て
お
ら
ず
、
伊
東
が
建
築
保
存
に
言
及
し
た
か
ど
う
か
判
然
と

し
な
い
が
、
こ
の
後
、
九
鬼
に
面
会
す
る
機
会
を
得
、
日
本
建
築
全

国
調
査
の
計
画
に
つ
い
て
相
談
を
持
ち
か
け
て
い
る
。
明
治
二
八
年

一
一
月
二
日
付
の
山
形
書
簡
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

･　
「
追
々
秋
冷
相
増
候
所
益
々
御
機
嫌
能
御
座
被
遊
奉
大
賀
候
。

私
事
去
る
一
日
東
京
出
立
二
日
京
都
着
棚
橋
君
の
下
宿
に
投
宿

致
申
候
。
京
都
の
景
況
は
予
想
よ
り
は
む
し
ろ
寂
寥
に
有
之
候
。

同
地
に
て
九
鬼
博
物
館
総
長
に
面
会
、
此
度
の
計
画
の
次
第
を

語
り
候
所
、
総
長
に
も
大
に
賛
成
さ
れ
、
博
物
館
よ
り
出
張
を

命
す
る
之
手
続
き
に
相
成
候
様
相
斗
ふ
べ
く
、
万
一
右
之
通
り

出
来
兼
候
と
き
は
、
実
費
支
弁
之
途
を
作
る
べ
し
と
誓
は
れ
候
。

す
れ
ば
此
回
の
計
画
に
就
て
金
銭
上
の
心
配
は
全
く
免
れ
候
事

に
御
座
候
。（
後
略
）」

　

先
の
九
鬼
へ
の
抗
議
書
簡
に
よ
り
、
伊
東
が
九
鬼
か
ら
の
信
頼
を

勝
ち
得
た
こ
と
が
、
こ
の
書
簡
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
二
ヶ
月
後
の

明
治
二
九
年
一
月
一
一
日
に
「
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
臨
時
鑑
査

掛
」
の
辞
令
を
受
け
て
い
る
の
は
、
全
国
調
査
の
「
実
費
支
弁
之

途
」
と
し
て
、
九
鬼
が
手
配
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
同
年
一
月
一
三
日

山
形
書
簡
で
は
こ
の
辞
令
に
つ
い
て
、「
此
度
の
事
は
私
の
素
志
を

貫
徹
す
る
に
於
て
尤
も
好
都
合
に
有
之
申
候
」
と
述
べ
て
お
り
、
明

治
二
五
年
以
来
、
運
動
し
続
け
た
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
に
お
け
る

建
築
調
査
が
こ
こ
に
お
い
て
実
現
し
た
の
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
あ
く

ま
で
も
伊
東
の
単
独
調
査
と
い
う
形
で
あ
る
。

　

明
治
二
八
年
一
一
月
か
ら
二
九
年
二
月
ま
で
、
全
国
調
査
の
第
一

弾
と
し
て
、
法
隆
寺
の
既
調
査
分
を
除
く
全
建
物
を
実
測
し
、
次
い

で
奈
良
市
内
、
そ
し
て
京
都
へ
と
移
動
し
、
調
査
を
進
め
た
。
こ
の

間
の
調
査
野
帳
と
し
て
、
東
大
史
料
中
に
京
都
の
建
造
物
調
査
野
帳

が
残
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

。
こ
れ
を
見
る
と
、
時
代
の
古
い
も
の
に
対
象
を

限
定
す
る
こ
と
な
く
、
古
代
か
ら
近
世
ま
で
網
羅
的
に
建
造
物
を
拾

い
上
げ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン

と
外
観
形
式
か
ら
な
る
「
デ
ザ
イ
ン
」
に
つ
い
て
の
評
価
に
力
点
を

置
い
て
い
る
こ
と
も
窺
え
る
。
例
え
ば
大
報
恩
寺
本
堂
に
つ
い
て
、

「
其
『
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
』
頗
る
低
く
し
て
屋
根
勾
配
の
緩
な
る
は

藤
原
の
式
を
遺
し
た
る
も
の
に
し
て
」
と
外
観
形
式
を
言
語
化
し
、

さ
ら
に
ま
と
め
と
し
て
「
其
全
体
の
形
状
は
誠
に
よ
く
六
百
年
前
の
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嗜
好
を
代
表
す
る
も
亦
た
我
邦
建
築
界
一
好
標
品
な
り
」
と
し
、
時

代
を
代
表
す
る
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
。

　

建
築
の
価
値
を
時
代
の
古
さ
で
は
な
く
デ
ザ
イ
ン
に
置
く
姿
勢
は
、

既
存
の
古
社
寺
保
存
行
政
の
志
向
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ

の
段
階
に
至
っ
て
も
伊
東
が
引
き
続
い
て
「
日
本
建
築
術
」
の
一
環

と
し
て
「
保
存
」
を
と
ら
え
て
い
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

五　

古
社
寺
保
存
会
と
伊
東
忠
太

古
社
寺
保
存
会
委
員
任
命

　

明
治
二
九
年
、
京
都
、
奈
良
、
日
光
か
ら
提
出
さ
れ
た
古
社
寺
保

存
会
組
織
に
関
す
る
請
願
の
帝
国
議
会
で
の
審
議
を
受
け
、
同
年
四

月
一
八
日
に
内
務
大
臣
の
諮
問
機
関
と
し
て
古
社
寺
保
存
会
が
設
置

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
五
月
七
日
、
伊
東
は
建
築
の
専
門
家
と
し

て
、
木
子
清
敬
、
妻
木
頼
黄
と
と
も
に
委
員
に
任
命
さ
れ
た
。
伊
東

の
座
談
会
発
言
で
は
、
若
年
の
伊
東
を
委
員
に
加
え
る
こ
と
に
抵
抗

を
示
し
た
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
（
（（
（

、
九
鬼

の
後
ろ
楯
を
得
て
日
本
建
築
の
全
国
調
査
を
開
始
し
た
伊
東
が
委
員

に
選
ば
れ
た
の
は
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
同
年
五
月

一
五
日
山
形
書
簡
に
は
、

　
　

･「（
前
略
）
御
尋
の
古
社
寺
保
存
会
委
員
之
事
、
右
は
内
務

省
内
に
設
置
さ
れ
候
も
の
に
て
、
多
分
委
員
時
に
会
合
致
し
、

各
々
分
担
の
調
査
事
項
を
報
告
す
る
こ
と
な
ら
ん
と
存
居
申
候
。

先
日
辞
令
書
到
来
以
後
、
何
等
の
沙
汰
無
之
候
得
共
、
不
日
東

京
へ
召
集
、
委
員
一
同
会
議
大
体
の
方
針
を
決
定
し
、
委
員
の

分
担
を
定
め
候
事
な
る
べ
し
と
信
し
居
り
申
候
。
九
鬼
会
長
よ

り
之
内
談
に
よ
れ
は
、
私
に
は
手
当
の
最
高
額
即
は
ち
年
五
百

円
（
事
務
の
煩
簡
に
よ
り
等
差
あ
り
、
或
は
一
文
も
手
当
を
受
け
ざ

る
委
員
も
あ
り
と
申
候
事
）
を
支
給
し
、
専
ら
技
術
并
学
術
上
の

調
査
に
任
し
候
考
之
如
く
に
御
座
候
。
委
員
九
名
の
内
、
特
に

こ
の
学
術
に
長
ぜ
る
も
の
恐
ら
く
他
に
有
之
間
敷
、
私
の
専
門

と
す
る
所
恰
も
活
用
す
る
の
機
を
得
候
事
、
誠
に
雀
躍
の
至
に

御
座
候
。
な
ふ
此
上
一
層
奮
励
誓
て
好
果
を
挙
け
可
申
候
（
後

略
）」

　

と
あ
り
、
古
社
寺
保
存
会
で
の
建
築
関
係
の
調
査
、
指
導
を
伊
東

が
担
当
し
、
木
子
と
妻
木
は
委
員
会
へ
の
参
加
を
主
と
す
る
顧
問
的

立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
古
社
寺
保
存
会
委
員
と
な
る
こ

と
で
、
以
降
は
こ
の
立
場
に
お
い
て
全
国
の
建
造
物
調
査
を
継
続
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
奈
良
、
京
都
の
調
査
以
後
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、

滋
賀
県
、
和
歌
山
県
、
大
阪
府
、
広
島
県
と
い
っ
た
府
県
へ
の
出
張

辞
令
が
残
さ
れ
て
お
り
、
網
羅
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
多
く
の
府
県

を
巡
っ
て
い
る
。
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建
造
物
等
級
表
の
作
成
と
修
理
指
導
の
バ
ラ
ン
ス

　

古
社
寺
保
存
会
草
創
期
に
お
け
る
伊
東
の
活
動
は
、
全
国
の
建
造

物
調
査
を
基
礎
と
し
た
建
造
物
等
級
表
の
作
成
、
そ
し
て
明
治
二
九

年
度
よ
り
五
万
円
に
増
額
さ
れ
た
古
社
寺
保
存
費
に
よ
る
建
造
物
修

理
の
監
督
の
両
面
に
及
ん
だ
。
前
者
の
建
造
物
等
級
表
は
、
明
治
三

〇
年
五
月
以
前
に
作
成
さ
れ
た
、
建
築
家
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
最

初
の
建
築
物
の
価
値
評
価
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
（
（（
（

。
単
独
で
全
国
調
査
を

実
施
し
た
伊
東
な
ら
で
は
の
仕
事
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
同
年
六
月

の
古
社
寺
保
存
法
制
定
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
る
特
別
保
護
建
造
物

認
定
制
度
の
成
立
を
に
ら
み
つ
つ
、
古
社
寺
保
存
会
に
お
い
て
認
定

の
優
先
順
位
を
定
め
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

特
別
保
護
建
造
物
の
制
度
は
、
古
社
寺
保
存
法
案
の
当
初
案
に
は
含

ま
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
、
法
案
の
修
正
過
程
に
お
い
て
明
治
三

〇
年
三
月
頃
、
新
た
に
挿
入
さ
れ
た
制
度
で
あ
っ
た
（
（（
（

。
こ
の
等
級
表

の
存
在
は
、
伊
東
の
活
動
が
特
別
保
護
建
造
物
認
定
制
度
の
成
立
を

促
す
契
機
と
な
っ
た
こ
と
を
、
間
接
的
な
が
ら
示
し
て
い
る
。

　

等
級
表
に
お
け
る
価
値
評
価
は
、
全
国
調
査
時
の
評
価
軸
か
ら
一

貫
し
て
い
る
。
各
時
代
に
重
要
な
建
築
物
が
あ
り
、
必
ず
し
も
古
代

を
最
上
と
は
し
な
い
と
い
う
、
伊
東
流
の
日
本
建
築
理
解
が
色
濃
く

出
て
い
る
。
そ
の
根
底
に
は
、
建
築
は
形
式
の
上
か
ら
評
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
時
代
の
古
さ
は
そ
れ
自
体
で
は
建
築
的
価
値
を
な
さ
な

い
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
等
級
表
作
成
に
結
実
す
る
伊
東
の
建

築
保
存
活
動
は
、
過
去
の
建
築
に
同
時
代
的
価
値
を
見
出
す
た
め
の

方
法
論
だ
っ
た
と
言
い
換
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

　

伊
東
の
も
う
一
つ
の
活
動
で
あ
る
古
社
寺
建
造
物
修
理
の
監
督
に

つ
い
て
は
、
明
治
二
九
年
の
段
階
で
開
始
さ
れ
た
中
尊
寺
金
色
堂
、

大
報
恩
寺
本
堂
、
醍
醐
寺
五
重
塔
の
修
理
工
事
が
対
象
と
な
っ
た
。

現
場
に
は
技
術
者
が
詰
め
、
伊
東
は
東
京
か
ら
数
度
出
張
し
て
指
導

す
る
、
と
い
う
関
与
の
仕
方
で
あ
る
。
伊
東
の
指
導
の
特
徴
は
、
欠

失
し
た
部
分
の
取
り
扱
い
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
伊
東
は
類
例
を
参

照
し
つ
つ
欠
損
部
分
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
か
つ
て

の
形
に
つ
い
て
の
調
査
は
必
ず
し
も
十
分
に
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、
形

式
整
備
の
観
点
か
ら
欠
損
部
分
を
埋
め
る
行
為
が
性
急
に
な
さ
れ
た

嫌
い
が
あ
る
（
（（
（

。
解
体
に
及
ぶ
根
本
修
理
で
な
か
っ
た
た
め
も
あ
る
が
、

修
理
工
事
を
研
究
上
の
好
機
と
と
ら
え
た
り
、
復
原
に
よ
っ
て
建
築

上
の
発
信
を
し
た
り
と
い
っ
た
、
修
理
事
業
へ
の
積
極
的
な
姿
勢
は

感
じ
ら
れ
な
い
。
全
国
調
査
に
か
け
た
熱
意
に
比
し
て
、
修
理
に
は

そ
れ
ほ
ど
深
く
没
入
し
な
い
の
が
伊
東
の
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

古
社
寺
保
存
法
の
制
定
と
そ
の
後
の
伊
東

　

明
治
三
〇
年
六
月
五
日
、
古
社
寺
保
存
法
が
制
定
さ
れ
、
社
寺
局

の
古
社
寺
保
存
と
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
の
美
術
保
存
と
が
統
合
さ
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図１　伊東忠太による古社寺建造物等級表（日本建築学会妻木文庫所蔵）
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れ
る
。
建
築
保
存
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
存
建
築
物
の
リ
ス
ト
化
と
、

そ
の
修
理
と
を
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
実
施
す
る
体
制
が
こ
こ

に
実
現
さ
れ
た
。

　

古
社
寺
保
存
法
制
定
に
際
し
て
の
伊
東
の
制
度
上
の
貢
献
は
、
先

述
の
ご
と
く
特
別
保
護
建
造
物
認
定
制
度
の
創
設
に
尽
き
る
。
制
度

の
も
う
一
つ
の
核
で
あ
り
、
ま
さ
に
建
築
の
た
め
に
あ
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
修
理
事
業
に
つ
い
て
は
、
関
心
が
ほ
と
ん
ど
向
け

ら
れ
な
か
っ
た
。

　

法
施
行
後
は
、
奈
良
県
に
関
野
貞
、
京
都
府
に
松
室
重
光
と
い
っ

た
帝
国
大
学
出
身
の
建
築
家
ら
が
技
師
と
し
て
送
り
込
ま
れ
、
修
理

は
ほ
ぼ
彼
ら
現
地
指
導
者
に
任
せ
ら
れ
た
。
伊
東
自
ら
は
再
び
全
国

調
査
に
時
間
を
費
や
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　

明
治
三
一
年
、
伊
東
は
内
務
技
師
に
就
任
し
、
名
実
と
も
に
古
社

寺
保
存
の
指
導
者
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
伊
東
の
関
心
は
、
そ
の
後

も
修
理
で
は
な
く
調
査
へ
と
向
け
ら
れ
続
け
、
日
本
を
飛
び
越
え
て

明
治
三
五
年
か
ら
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
横
断
旅
行
へ
と
拡
大
し
て
い

く
の
で
あ
っ
た
。

六　

お
わ
り
に

　

古
社
寺
保
存
法
成
立
に
至
る
流
れ
の
中
で
伊
東
が
な
し
た
貢
献
は
、

従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
建
築
の
価
値
に
つ
い
て
の
世
論
を
喚

起
す
る
と
い
っ
た
大
き
な
影
響
力
を
有
す
る
も
の
で
は
必
ず
し
も
な

か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
伊
東
が
こ
だ
わ
り
続
け
た
問
題
意
識
は
、
法

制
上
の
貢
献
の
範
囲
を
越
え
て
広
が
り
、
日
本
の
建
築
保
存
の
基
底

を
な
す
特
質
を
生
ん
で
い
っ
た
と
考
え
る
。
最
後
に
、
伊
東
が
こ
だ

わ
り
続
け
た
「
日
本
建
築
」
と
そ
の
保
存
の
意
味
、
そ
し
て
そ
れ
が

古
社
寺
保
存
法
の
成
立
と
そ
れ
以
降
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
整
理
し
て

お
き
た
い
。

　

伊
東
の
世
代
の
建
築
家
が
「
日
本
」
を
意
識
し
始
め
た
の
は
、
大

き
く
見
れ
ば
明
治
初
年
の
西
洋
化
へ
の
反
動
と
い
う
面
も
あ
ろ
う
。

だ
が
、
本
質
的
に
は
建
築
学
が
分
野
と
し
て
確
立
し
始
め
た
が
ゆ
え

の
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
模
索
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
伊
東
が
見

つ
め
よ
う
と
し
た
も
の
は
、「
伝
統
」
と
い
う
こ
と
ば
で
言
い
表
さ

れ
る
よ
う
な
、
自
明
で
、
何
か
ま
と
ま
り
が
あ
る
、
現
在
に
ま
で
継

続
す
る
技
術
体
系
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
あ
っ
た

も
の
、「
過
去
」
の
建
物
、
技
術
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
、
断
片

的
な
も
の
と
技
術
の
集
合
体
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
現
在
と
の
間

に
西
洋
由
来
の
「
建
築
」
概
念
に
よ
る
断
絶
的
な
線
引
き
が
一
旦
な

さ
れ
た
上
で
、
再
構
成
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
彼
の
研
究
対
象
は
「
伝

統
建
築
」
あ
る
い
は
「
在
来
建
築
」
と
い
っ
た
自
明
な
も
の
と
は
と

ら
え
ら
れ
ず
、「
日
本
建
築
」
と
い
う
呼
び
方
で
新
た
に
措
定
さ
れ

る
。

　
「
日
本
建
築
」
の
保
存
を
意
図
し
た
伊
東
の
活
動
は
、「
日
本
建

築
」
と
い
う
概
念
自
体
を
い
か
に
成
立
さ
せ
る
か
と
い
う
建
築
学
的
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問
題
意
識
へ
の
応
答
で
あ
り
続
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
存
す
る
建

築
物
の
リ
ス
ト
の
作
成
と
そ
の
価
値
付
け
こ
そ
が
、
伊
東
の
考
え
る

「
保
存
」
の
根
幹
を
な
し
た
。
た
だ
、
そ
の
保
存
活
動
は
、
古
社
寺

保
存
、
美
術
保
存
と
い
う
、
行
政
上
に
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
て
動
い
て

い
た
既
存
の
保
存
行
政
の
あ
り
方
に
比
し
て
、
個
人
的
問
題
意
識
に

基
づ
く
、
行
政
の
埒
外
に
あ
っ
た
運
動
、
と
い
う
面
は
否
め
ず
、
同

時
代
に
お
け
る
社
会
的
影
響
力
は
微
弱
だ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

　

し
か
し
、
行
政
の
埒
外
に
あ
る
問
題
意
識
に
お
い
て
突
き
進
ん
で

き
た
が
ゆ
え
に
、
古
社
寺
保
存
法
の
運
用
段
階
に
お
い
て
、
建
築
な

ら
で
は
の
保
存
の
あ
り
方
を
生
じ
さ
せ
た
、
と
い
う
見
方
も
で
き
る

よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
過
去
の
建
築
物
に
同
時
代
的
価
値
を
見
い

だ
す
た
め
の
方
法
と
し
て
保
存
が
意
味
づ
け
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
建
築
の
修
理
事
業
に
、
そ
れ
は
典
型
的
に
表
れ
た
よ
う
に

思
う
。
伊
東
の
推
薦
に
よ
り
奈
良
、
京
都
に
技
師
と
し
て
赴
任
し
た

関
野
、
松
室
は
、
赴
任
直
後
よ
り
修
理
に
際
し
て
徹
底
し
た
復
原
を

試
み
、
修
理
を
、
建
物
の
表
情
を
刷
新
す
る
積
極
的
な
建
築
行
為
へ

と
転
換
さ
せ
た
（
（（
（

。
こ
れ
は
、
過
去
の
建
築
に
同
時
代
的
価
値
を
甦
ら

せ
る
方
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
ら
の
推
進
し
た
復
原
に
は
、
早
く

も
明
治
三
〇
年
代
前
半
か
ら
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
た
が
、
技
師
た
ち

は
復
原
の
正
当
性
を
主
張
し
続
け
、
修
理
に
伴
う
表
情
の
刷
新
と
い

う
方
法
を
堅
持
し
た
。
当
時
の
建
築
は
、
歴
史
主
義
建
築
観
、
す
な

わ
ち
過
去
の
諸
様
式
を
あ
る
い
は
純
粋
に
引
用
し
、
あ
る
い
は
折
衷

し
な
が
ら
建
築
意
匠
に
ま
と
め
あ
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、

建
築
家
の
目
が
日
本
に
向
い
た
と
き
、
過
去
の
建
築
物
は
新
築
の
た

め
の
様
式
上
の
情
報
源
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
修
理
に
よ
っ
て
そ
れ

自
体
が
現
在
の
建
築
そ
の
も
の
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

伊
東
自
身
は
修
理
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
語
る
こ
と
が
な
く
、
関
与

も
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
が
、
関
野
ら
の
現
地
で
修
理
に
関
わ
っ
た

建
築
家
た
ち
が
、
修
理
に
伊
東
の
考
え
方
を
敷
衍
し
た
、
と
み
た
い
。

日
本
の
建
造
物
修
理
に
お
け
る
復
原
志
向
は
、
伊
東
の
「
日
本
建

築
」
観
を
一
つ
の
起
点
と
す
る
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
古
社
寺
建
造
物
保
存
」
で
も
「
古
代
建
築
保
存
」
で
も
な
い
、

「
日
本
建
築
保
存
」
と
い
う
伊
東
が
最
初
に
設
定
し
た
枠
組
み
は
、

古
社
寺
保
存
法
以
降
、
一
見
、
解
消
さ
れ
た
か
に
み
え
な
が
ら
、
法

運
用
の
基
底
的
思
想
と
し
て
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

謝�

辞　

本
稿
は
、
日
本
建
築
学
会
伊
東
忠
太
未
発
表
資
料
特
別
研
究

委
員
会
に
お
け
る
伊
東
忠
太
資
料
整
理
作
業
を
反
映
し
た
も
の
で

あ
る
。
貴
重
な
助
言
を
賜
っ
た
委
員
各
位
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

脱
稿
直
前
に
は
、
同
研
究
委
員
会
の
活
動
を
支
援
し
続
け
て
い
た

だ
い
た
伊
東
智
恵
子
氏
の
訃
報
に
接
し
た
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
す

る
。
ま
た
東
大
資
料
、
山
形
書
簡
の
閲
覧
に
当
た
り
、
鈴
木
博
之

教
授
、
小
形
氏
に
そ
れ
ぞ
れ
便
宜
を
お
計
ら
い
い
た
だ
い
た
。
記
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し
て
感
謝
し
た
い
。

註（1
）　

伊
東
忠
太
と
古
社
寺
保
存
の
関
係
に
触
れ
た
も
の
に
、
文
化
財

保
護
委
員
会
編
『
文
化
財
保
護
の
歩
み
』（
文
化
財
保
護
委
員
会
、

一
九
六
〇
年
）、
西
村
幸
夫
「
建
造
物
の
保
存
に
至
る
明
治
前
期

の
文
化
財
保
護
行
政
の
展
開
」（『
日
本
建
築
学
会
論
文
報
告
集
』

三
四
〇
号
、
一
九
八
四
年
）、
稲
葉
信
子
「
伊
東
忠
太
と
古
社
寺

保
存
」（『
月
刊
文
化
財
』
一
九
九
七
年
一
二
月
号
）
が
あ
る
。

（
2
）　

伊
東
の
回
顧
記
録
に
は
、「
法
隆
寺
研
究
の
動
機
」（『
建
築
史
』

二
ノ
一
、
一
九
四
〇
年
一
月
）、「
古
社
寺
保
存
会
の
想
ひ
出
」

（『
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
』
一
七
ノ
一
一
、
一
九
四
二
年
一
一
月
）、

伝
記
に
は
岸
田
日
出
刀
『
建
築
学
者
伊
東
忠
太
』（
乾
元
社
、
一

九
四
五
年
）
が
あ
る
。

（
（
）　
『
日
本
建
築
学
会
建
築
博
物
館
所
蔵　

伊
東
忠
太
資
料
目
録
・
解

説
』（
日
本
建
築
学
会
建
築
博
物
館
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
4
）　

山
形
書
簡
は
閲
覧
時
点
で
整
理
番
号
が
振
ら
れ
て
お
ら
ず
、
書
簡

日
付
な
い
し
消
印
日
付
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は

引
用
時
に
日
付
を
記
す
こ
と
で
特
定
し
、
注
記
を
省
略
す
る
。

（
5
）　
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
一
八
九
五
年
二
月
四
日
。

（
（
）　

木
子
文
庫
所
収
伊
東
忠
太
書
簡
、
木
五
六-

二-

五
五
（
明
治

二
七
年
一
〇
月
二
〇
日
）、
五
七
（
同
年
一
二
月
一
四
日
）、
五
九

（
二
八
年
一
月
九
日
）、
六
〇
（
同
年
一
月
一
〇
日
）、
六
一
（
同

年
一
月
二
〇
日
）。

（
（
）　

例
え
ば
丸
山
茂
『
日
本
の
建
築
と
思
想　

伊
東
忠
太
小
論
』（
同

文
書
院
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
。

（
（
）　
『
建
築
雑
誌
』
一
〇
八
号
、
一
八
九
五
年
一
二
月
。

（
（
）　

同
時
期
の
論
文
中
で
「
建
築
物
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、

「
日
本
建
築
術
研
究
の
必
要
及
ひ
其
研
究
の
方
針
に
就
て
」（『
建

築
雑
誌
』
九
二
号
、
一
八
九
四
年
八
月
）
二
三
五
頁
、
前
掲
「
国

家
と
建
築
術
と
の
関
係
を
論
ず
」
三
二
五
頁
で
各
一
回
が
確
認
さ

れ
る
程
度
で
、
他
は
ほ
ぼ
「
物
」
を
付
け
ず
に
「
建
築
」
の
語
に

よ
っ
て
建
物
の
意
を
表
し
て
い
る
。

（
10
）　

朝
日
新
聞
大
阪
本
社
社
史
編
集
室
編
『
村
山
龍
平
伝
』（
朝
日
新

聞
社
、
一
九
五
三
年
）、
西
田
長
寿
『
明
治
時
代
の
新
聞
と
雑
誌
』

（
至
文
堂
、
一
九
六
一
年
）。

（
11
）　
「
浮
世
之
旅　

続
篇
」
第
十
五
章
。「
浮
世
之
旅　

続
篇
」
の
冒
頭

部
分
は
、
明
治
二
五
年
一
二
月
頃
の
で
き
ご
と
が
ま
と
め
書
き
さ

れ
て
お
り
、
正
確
な
年
月
は
不
明
で
あ
る
。

（
12
）　
「
浮
世
之
旅　

続
篇
」
明
治
二
五
年
一
二
月
一
五
日
条
「
午
後
数

通
ノ
書
面
ヲ
認
メ
兼
テ
日
本
建
築
保
存
ノ
意
見
書
ヲ
草
ス
」。
前

掲
稲
葉
「
伊
東
忠
太
と
古
社
寺
保
存
」。

（
1（
）　
「
浮
世
之
旅　

続
篇
」
明
治
二
五
年
一
二
月
一
八
日
に
内
務
省
を

訪
問
す
る
も
会
え
ず
、
同
年
同
月
二
二
日
、
二
六
年
一
月
一
二
日

に
内
務
省
で
面
会
し
て
い
る
。

（
14
）　
「
浮
世
之
旅　

続
編
」
第
一
四
章
。

（
15
）　

東
大
史
料
所
収
伊
東
忠
太
履
歴
書
。

（
1（
）　

東
京
国
立
博
物
館
編
『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
』（
第
一
法
規

出
版
、
一
九
七
三
年
）。

（
1（
）　
「
浮
世
之
旅　

続
篇
」
明
治
二
六
年
二
月
一
四
日
条
に
、
博
物
館

で
の
初
仕
事
の
記
事
が
あ
る
。

（
1（
）　
『
建
築
雑
誌
』
二
七
号
、
一
八
八
九
年
三
月
。

（
1（
）　

岡
倉
の
指
示
に
よ
り
、
宝
物
調
査
に
同
行
し
た
狩
野
芳
崖
が
法
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隆
寺
、
法
起
寺
、
興
福
寺
な
ど
の
古
建
築
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
る

（
関
千
代
「
芳
崖
の
写
生
帳　

上　
『
奈
良
官
遊
地
取
』
に
つ
い
て
」

『
美
術
研
究
』
二
八
六
号
、
一
九
七
三
年
三
月
）
他
、
同
調
査
関

係
の
諸
記
録
に
建
築
へ
の
注
目
が
認
め
ら
れ
る
。

（
20
）　

内
務
省
博
物
局
「
重
要
雑
録
」
明
治
十
三
年
、「
第
二
号　

南
都

般
若
寺
修
繕
費
下
付
ニ
付
キ
古
刹
保
存
ノ
趣
旨
ヲ
失
ハ
サ
ル
様
注

意
修
繕
方
境
縣
へ
申
牒
ノ
件
」（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
『
館
史

史
料
』
六
六
九
）、
内
務
省
博
物
局
「
重
要
雑
録
」
明
治
十
四
年
、

「
足
利
学
校
重
修
之
義
ニ
付
社
寺
局
ヘ
御
書
通
案
」（
同
上
）。

（
21
）　

前
掲
『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
』
一
七
二
頁
。

（
22
）　

同
上
、
二
四
一
頁
。

（
2（
）　

こ
の
書
簡
に
は
年
記
が
な
く
、
明
治
二
四
年
七
月
七
日
の
封
筒
に

入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
文
面
か
ら
平
安
遷
都
千
百
年
紀
念
祭
挙
行

を
控
え
た
秋
、
つ
ま
り
明
治
二
七
年
に
書
か
れ
た
も
の
と
知
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
整
理
段
階
で
誤
っ
て
別
の
書
簡
の
封
筒
に
入
れ

ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
24
）　

前
掲
「
古
社
寺
保
存
会
の
想
ひ
出
」、
前
掲
『
建
築
学
者
伊
東
忠

太
』。

（
25
）　

前
掲
「
古
社
寺
保
存
会
の
想
ひ
出
」
に
九
鬼
か
ら
の
返
信
の
全
文

が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
2（
）　
「
京
都
府
下
建
築
誌　

甲
・
乙
」（
東
大
史
料
〇
四-

六-

〇
〇-

〇
二
三
、
〇
二
四
）。

（
2（
）　

前
掲
「
古
社
寺
保
存
会
の
想
ひ
出
」。

（
2（
）　
「
雑
記
帳
他
」（「
東
大
寺
大
仏
殿
明
治
大
修
繕
」
日
本
建
築
学
会

妻
木
文
庫
）。
拙
稿
「
古
社
寺
保
存
会
草
創
期
に
作
成
さ
れ
た
建

造
物
等
級
表
に
つ
い
て
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
六

三
一
号
、
二
〇
〇
八
年
九
月
）
に
詳
述
し
て
い
る
。

（
2（
）　

西
村
幸
夫
「
古
社
寺
保
存
法
第
一
～
四
条
の
成
立
過
程
に
関
す
る

研
究
」（『
明
治
大
学
工
学
部
研
究
報
告
』
四
八
号
、
一
九
八
五
年
）。

（
（0
）　

大
報
恩
寺
本
堂
に
お
け
る
伊
東
の
修
理
監
督
に
つ
い
て
、
松
室
重

光
が
批
判
的
な
見
解
を
自
筆
史
料
中
に
述
べ
て
い
る
。「
古
社
寺

修
理
之
歴
史
」（
東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
所
蔵
松
室
重

光
関
係
資
料
Ｂ
一-

一
〇
）。

（
（1
）　

拙
稿
「
解
体
修
理
の
誕
生-

関
野
貞
に
よ
る
古
社
寺
修
理
手
法

の
開
拓
」（『
関
野
貞
ア
ジ
ア
踏
査
』
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
、

二
〇
〇
五
年
）、
同
「
松
室
重
光
と
古
社
寺
保
存
」（『
日
本
建
築

学
会
計
画
計
論
文
集
』
六
一
三
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）。

（
奈
良
文
化
財
研
究
所
主
任
研
究
員
）




